
 

 

 

 

 

 

 

★ リ ー マ ン シ ョ ッ ク に 思 う こ と ★ 

 

◆昨年のリーマン破綻に端を発した世界的な不況。 

私なりに、雇用の観点から総括してみます。 

 

【労働契約の中途解消】 

 

◆期間雇用者がバッサバッサと切られました。期間雇用者の、契

約期間内での中途解消は原則として不可です。契約に定め

られた期間は、必ず雇用しなければなりません。 

 

◆中途解消が出来るようにするには、労働契約の際に「退職の

自由」と、その自由を認める代わりの会社側による「中途解消

もあり得る」旨の内容である必要があります。 

その旨がなく、中途解消しなければならない事態が起こった時

は、残存期間の賃金を支払うことが必須条件。 

今回は、その資金すらなかったことも事実ですが･･･ 

 

◆殆どの会社では、この点の認識が欠けています。 

 

【雇用と住居がセット】 

 

◆働く場所の近辺に住居を持たない労働者にとっては、寮という

のはありがたいものです。アパートを借りるよりも安価で、賄いさ

んがいらっしゃれば、食費も助かります。 

 

◆会社側としては「人材確保と寮費徴収による固定費の軽減」

というメリットがあり、労働者側としても「働き口と住居の確保

で一挙両得」というメリットがあったと思います。 

両者共にＷｉｎ－Ｗｉｎの関係でした。 

 

◆基本的には、『寮に住むことが出来るのは雇用関係にある者

のみ。』という理論は、建物の所有権の観点からすると成り立

つでしょう。したがって、「雇用関係が解消されたから出て行

け。」というのは“あり”の話です。 

 

◆ところが、今回の一件で浮き彫りになったのは、労働契約の際

に『住むことが条件』、或いは『住むことが結果的に半強制（他

の選択肢がない）』状態であったことです。 

 

◆募集の際、福利厚生の面で他社を上回ることを前面に出し、

１人でも多くの人材を募るのは当たり前のことですが、あれほど

多くの人が住居を失ったことを考えると、『雇用と住居のセット』 

 

 

 

 

 

 

 

は見直さなければならないでしょう。もしかしたら、居住権が主

張できたかも知れません。 

 

【雇用保険をもらえる人がいたはず】 

 

◆中途解消の際、「手続上必要ですから、退職届を出して下さ

い。」と言われて提出すると、「自己都合扱い。」になっていた。

または、「雇用保険にすら加入していなかった。」という人が多

数いらっしゃったようです。 

 

◆今回の件は、明らかに“会社都合”で、失業保険も有利な条

件で受給することが出来たはずです。会社都合は、世間体と

助成金に影響を与えますから、会社都合とすることは避けたか

ったのでしょう。 

 

◆雇用保険の加入については、加入しておかないと労働者は対

処する術を失いますので、必須です！ 

 

【今後は大丈夫か？】 

 

◆大丈夫な訳がありません。減収でも一定の利益を出さなくて

はなりませんので、固定費や原価の削減等、手当をしなけれ

ばなりません。賃金カットも予想されます。 

 

◆賃金カットの場合は、労働条件の不利益変更に知恵を絞ら

なければなりません。如何にして“合理性”を求めるか。我慢の

期間、誰、額 等々。そして、下がってはいけないモチベーショ

ン。 

◆やらないに越したことはありませんが、多くの知恵を必要とする

時期です。 

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援 

★セ ミ ナ ー ／ 講 演 

★各種助成金の申請 

★労働／社会保険手続 
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★就業規則の作成変更 

★人事賃金制度の構築 

★管理者研修の実施 

★退職金制度の構築 

【業務案内】

社会保険労務士 山下事務所 は 『この会社で働くことができてよかった』 そう思えるような会社作りのお手伝いを致します
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